富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付要綱

第１　趣旨
富士山静岡空港利用促進協議会長（以下「会長」という。）は、富士山静岡空港の利活用促進を図るため、富士山静岡空港発着のチャーター便運航を実施する旅行会社又は航空会社に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。

第２　定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アウトバウンドチャーター　

富士山静岡空港から富士山静岡空港の定期路線就航空港以外の空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「アウトバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運航されるチャーター機
(2) インバウンドチャーター
富士山静岡空港の定期路線就航空港以外の空港から富士山静岡空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「インバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運航されるチャーター機
(3) 双方向チャーター
アウトバウンド旅客及びインバウンド旅客の両方の輸送を目的として運航されるチャーター機
第３　補助の対象及び補助額
　補助の対象となる経費並びに補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

第４　交付の申請
(1)　提出書類　各1部

交付申請書（様式第１号）

(2)　提出期限

別に定める期日まで

第５　交付の条件

　次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 　次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ会長の承認を受けなければならないこと。

ア　補助事業に要する事業費の変更をしようとする場合

イ　補助事業の内容を変更しようとする場合

ウ　補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
　(2)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに会長に報告してその指示を受けなければならないこと。

　(3)　補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。
第６　交付の決定及び確定
　会長は、前項の交付申請に係る書類を審査し、履行を確認したときは、交付決定及び確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。

第７　補助金の請求
　補助金の交付決定及び確定の通知を受けた者（以下「事業者」という。）は、速やかに請求書（様式第３号）を会長に提出しなければならない。

第８　補助金の支払い
　会長は、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、事業者に補助金を支払うものとする。

第９　補助金の返還
　　事業者は、この要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた場合は、既に交付された補助金を会長に返還するものとする。

第10　その他
この要綱に定めるもののほか、富士山静岡空港チャーター便運航支援事業の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附　則

この要綱は、平成20年12月17日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

（様式第１号）
平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　　　様

〒

所在地

事業者名　　　　　

代表者名　　　　　　　　㊞
（担当者）

電話番号

富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付申請書
　富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記
１　補助金申請額

	補助金申請額（千円未満切り捨て）
	金　　　　　　千円


２　運航実績
	運航日
	便名
	出発地・到着地
	提供座席数
	用機する旅行会社

	
	便
	
	　　席
	


※　用機する旅行会社が複数ある場合には、旅行会社毎の提供座席数を記載すること。
※以下に掲げる資料を添付すること
　・航空会社との契約書等、提供座席数を証明する書類の写し

　・チャーター機の運航を証明する書類の写し

　・その他補助金の交付に関して会長が必要と認めるもの

（様式第２号）

静空協第　　　　号

平成　年　月　日

　　　　　　　　　様

富士山静岡空港利用促進協議会

会長

富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付決定及び確定通知書

　平成　年　月　日付けで交付申請のあった富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。

記

	補　助　金　の　額
	金　　　　　　　　　千円


（様式第３号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長

〒

所在地

事業者名　

代表者名　　　　　　　　　㊞
（担当者）

電話番号
富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金請求書

平成　年　月　日付け静空協第　　号で交付決定を受けた富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金として、関係書類を添えて下記のとおり請求します。

記

	請求金額
	金　　　　　　　　　円

	振込銀行名・支店名
	

	預金種別・口座番号
	

	口座名義
	

	口座名義（カナ）
	


別表

	区　分
	対象者及び補助要件
	補助額
	備考

	アウトバウンドチャーター
	旅行者の出発地：富士山静岡空港

旅行の目的地：台湾、香港、タイ、シンガポール、グアム、

ホノルル、韓国（仁川を除く）、中国（上海浦東を除く）

対象者：国際定期路線の誘致に資すると認められる３本以上連続して実施されるチャーター機を用機する旅行会社
	次の①に②を加算する。

1 １機当たり片道5万円以下

2 提供座席1席当たり片道2,500円以下限度額　片道40万円以下
	➀の額

複数社でチャーターし、補助額が限度額に達する場合には、補助額を各社の提供座席数により按分して支給する。

②の額

複数社でチャーターする場合には、補助額を各社の提供座席数により按分して支給する。

(按分率の算出方法)

按分率＝(申請者の提供座席数／当該チャーター機の総提供座席数)×100

➀の額

複数社でチャーターし、補助額が限度額に達する場合には、補助額を各社の提供座席数により按分して支給する。

②の額

複数社でチャーターする場合には、補助額を各社の提供座席数により按分して支給する。

(按分率の算出方法)

按分率＝(申請者の提供座席数／当該チャーター機の総提供座席数)×100



	
	旅行者の出発地：富士山静岡空港

旅行の目的地：富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国内外の空港

対象者：チャーター機を用機する旅行会社

その他：①他のチャーター機との組み合わせ等により、３本以上連続して実施されるチャーター機として補助対象となる場合は、補助の対象外とする。
②１旅行会社が、同一目的地に複数回チャーター便を運航する場合、１回に限り補助を行う。
	次の①に②を加算する。

ただし、１目的地につき、2片道分を上限とする。

①　1機当たり片道5万円以下

②　提供座席1席当たり片道2,500円以下

限度額　片道40万円以下
	

	インバウンドチャーター
	旅行者の出発地：台湾、香港、タイ、シンガポール、グアム、ホノルル、韓国(仁川を除く)、中国(上海浦東を除く)

旅行の目的地：富士山静岡空港

対象者：国際定期路線の誘致に資すると認められる３本以上連続して実施されるチャーター機を運航する航空会社又は用機する旅行会社。ただし、インバウンド旅客が全員静岡県内に1泊以上宿泊するものに限る。
	次の①に②を加算する。

1 1機当たり片道5万円以下

2 提供座席1席当たり片道2,000円以下限度額　片道30万円以下
	

	双方向チャーター
	旅行者の出発地及び旅行の目的地：以下のとおり

区分

旅行者の出発地

旅行の目的地

アウトバウンド

富士山静岡空港
台湾、香港、タイ、
シンガポール、グアム、ホノルル、韓国(仁川を除く)、中国(上海浦東を除く)
インバウンド

台湾、香港、タイ、
シンガポール、グアム、ホノルル、韓国(仁川を除く)、中国(上海浦東を除く)
富士山静岡空港
対象者：国際定期路線の誘致に資すると認められる３本以上連続して実施されるチャーター機を運航する航空会社(インバウンド旅客に係るものに限る。)又は用機する旅行会社。ただし、インバウンド旅客にあっては、静岡県内に全員が一泊以上宿泊するものに限る。
	次の①に②を加算する。

1 1機当たり片道5万円以下

2 提供座席1席当たり片道3,000円以下

限度額　片道45万円以下
	


